令和８年度
北区総合庁舎環境衛生管理業務
仕様書
京都市北区役所　地域力推進室
　この仕様書においては、京都市北区役所を「甲」といい、受託業者を「乙」という。
１　総　則

⑴　総則
　　　乙は、京都市契約事務規則及び関係法規等を遵守し、京都市北区総合庁舎の環境衛生管理業務を実施すること。また、京都市は平成２１年９月から、京都市独自の環境マネジメントシステムの運用を開始したため、乙はその環境方針を理解し、協力すること。
⑵　支払方法
　　　委託料は、６月、９月、１２月、３月に当該期間経過後、乙の請求に基づき支払い、乙が遵守事項に違反したとき、各巡視・点検報告書が未提出のとき及び甲に損害を　　与えた場合は、その月の支払いを保留し、乙は甲の指示に従って適正な処置をとらなければならない。
⑶　遵守事項

　　　乙は、京都市契約事務規則を遵守するとともに、契約履行中知り得た甲の秘密に　　属する事項を第三者に漏らしてはならない。
　　　乙は、労働関係法令を遵守すること。また従事する労働者の労働環境の確保並びに維持及び向上に努めるものとする。

⑷　損害賠償額の算定

　　　損害賠償額の算定については、甲の決定によるものとする。

⑸　業務上の傷害

　　　派遣技術者の業務上等の事故による死亡及び傷害並びにこれらの損害賠償等については、甲は一切責任を負わないものとする。

⑹　権利の譲渡

　　　乙は、甲の同意がなければ本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡し、または委託業務を委託させることはできない。

⑺　保全管理

　　　乙は、建築物環境衛生管理技術者を派遣し、適宜保全管理を行うものとする。

⑻　業務の実施
　　　乙は、業務の実施に際し年間計画を作成し、令和７年４月中に甲に提出し、業務を統一的かつ円滑に実施すること。
２　環境衛生管理
⑴　委託業務
　　ア　業務の範囲は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定に基づいた別紙建築物環境衛生管理業務項目のとおりとし、業務内容は、厚生労働省令による規定に準ずるものとする。
　　イ　上記業務に基づく記録、報告書を作成のうえ甲へ提出するほか、所轄官庁へ報告、届出を行うものとし、記録、報告書は双方５年間保存することとする。

　　ウ　官公庁等の立入検査時には乙も立ち会うものとする。

⑵　履行場所（建物内及び敷地内外周を含む。）
ア　京都市北区総合庁舎　本庁舎（京都市北区紫野東御所田町３３番地の１）
　　　〈建物の概要〉

　　　　敷地面積　　　３、７７３．５４㎡　　　延建物面積　　４、１３０．７９㎡

　　　　○　地階　　機械室

　　　　○　１階　　市民総合窓口室（戸籍住民担当、保険年金担当）、健康長寿推進課、生活福祉課、宿直室、ミーティングルーム（旧食堂）、湯沸室他

　　　　○　２階　　エコまちステーション、北部農業振興センター、会議室、区民交流
スペース、湯沸室他

○　３階　　区長室、応接室、地域力推進室（総務・防災担当、まちづくり担当）、会議室、休養室、湯沸室他
　イ　京都市北区役所総合庁舎　西庁舎（京都市北区紫野西御所田町５６番地）
　　　〈建物の概要〉

　　　　敷地面積　　　１２１５．３５㎡　　　延建物面積　　２６０３．４７㎡

　　　○　地階　　機械室

　　　○　１階　　障害保健福祉課、子どもはぐくみ室、湯沸室他
　　　○　２階　　会議室、講堂他
⑶　履行期間

　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
⑷　業務時間

　　ア　業務時間は９時から１７時までとする。ただし、特別な事情により時間外に行う場合は、甲の了承を得て行うこと。
　　イ　開庁時間等に極力配慮し、区役所業務に支障を及ぼさないように努めること。

⑸　資器材の負担区分
　　　業務に必要な測定機器類又は試薬品及び衛生害虫駆除の薬品等は乙の負担とする。

⑹　条件

　　　建築物環境衛生管理技術者免許を有している者を選任できること。
⑺　作業報告

　　　作業終了後は作業報告書を作成し、甲に提出すること。

⑻　注意事項

　　ア　一般的事項

　　　　業務に使用する資器材は品質良好にして区役所施設の建材等の性質を十分考慮したものを使用し、区役所施設、備品等を損傷することのないよう留意すること。

　　イ　作業員の留意事項

　　 (ｱ)　作業の安全に留意すること。

　　 (ｲ)　指定の制服で作業し、左胸に名札を着用すること。
別紙

建築物環境衛生管理業務項目
１　空気環境測定

⑴　測定ポイント　
１４ポイントを２箇月ごとに定期測定（外気１箇所含む。）
　　　１ポイントを１日２回　　　　

⑵　測定対象　　

　　ア　浮遊粉塵量測定（基準値0.15mg/㎥以下）
　　イ　一酸化炭素含有量測定（基準値10ppm以下）
　　ウ　二酸化炭素含有量測定（基準値1、000ppm以下）
　　エ　気流測定（基準値0.5m/秒以下）
　　オ　相対湿度測定（基準値40％～70％）
　　カ　照度測定

　　キ　温度測定

⑶　測定場所

　　○　本庁舎１階（８箇所）　市民総合窓口室（戸籍住民担当、保険年金担当）内、客溜まり（戸籍住民担当及び保険年金担当前）、健康長寿推進課内、生活福祉課内、正面玄関内、北側玄関内、正面玄関前（外気測定）
　　○　本庁舎２階（４箇所）　エコまちステーション内、北部農業振興センター内、東側執務室内、廊下
　　○　本庁舎３階（２箇所）　地域力推進室（総務・防災担当内、まちづくり担当内）、廊下
　　○　西庁舎１階（２箇所）　子どもはぐくみ室内、障害保健福祉課内
２　給水管理

⑴　水質検査

遊離残留塩素の含有率の検査（７日以内ごと、基準値0.1ppm以上）
　　　細密項目１６項目及び簡易項目１１項目の検査　年２回（６箇月ごと）
　　　夏期実施１２項目の検査　　年１回（６月１日～９月３０日）
３　衛生害虫防除
⑴　実施場所　　

北区総合庁舎本庁舎及び西庁舎（西庁舎は３階、４階を除く）

⑵　対象面積各階
　　　４９４８．１４㎡（全館について年１回６月に実施、対象庁舎の各階の湯沸しコーナー及び湯沸し室等の水周り（計９箇所）は年２回６月、１２月に実施）

⑶　対象とする衛生害虫

　　　ねずみ、ごきぶり、はえ、蚊
　　　

４　貯水槽清掃

⑴　実施場所　

北区総合庁舎本庁舎及び西庁舎
⑵　実施時期

　年１回（６月）

⑶　実施内容

　　　貯水槽清掃構内点検、滅菌作業一式を行い、清掃後作業報告書を提出するものとする。なお、法に定められた検査に清掃の不行き届きを原因とする不適合がある場合は再清掃を命じる。
　　　貯水槽清掃実施後、検査機関による水質検査も実施するものとする。
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